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「自転車は『車両』であり車道通行が大原則」という観点のもと、日本でも多くの自治体で自転車通行

空間が整備されてきた。自転車通行空間整備箇所における自転車事故の減少は既に複数の事例で示され

ているが、整備前後における自転車事故の事故類型別や衝突直前の自転車の走行位置別等複数の観点か

らの比較や、自転車の交通量を考慮した分析を行った例は少ない。そこで、本研究では、埼玉県内の自

転車通行空間整備路線を事例に、整備前後における自転車事故件数の比較を、事故類型別や衝突直前の

自転車の走行位置別等複数の観点から行い、さらに自転車の交通量を考慮した分析も行った。その結果、

自転車通行空間整備路線での自転車が関連する事故件数の減少が示され、さらに今後の整備・安全対策

に関する課題点を提示した。 
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１. 研究の背景と目的 

平成 24 年 11 月には、国土交通省道路局と警察庁交通

局が「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」
1)を発出し、その中で「自転車は『車両』であり車道通行

が大原則」という観点が改めて確認されると共に、自転

車通行空間として重要な路線を対象とした面的な自転車

ネットワーク計画の作成方法や、交通状況に応じて、歩

行者、自転車、自動車が適切に分離された空間整備のた

めの自転車通行空間設計の考え方等が示されたことで、

日本でも多くの自治体で自転車通行空間が整備されてき

た。 

本研究においては、自転車通行空間の安全対策として

の整備効果について交通事故の発生状況の観点から検討

するため、埼玉県内の自転車通行空間整備路線を事例に

検討を行う。埼玉県内には、自転車通行空間整備から複

数年が経過する路線も存在しており、その安全対策とし

ての効果について、交通事故の件数及び形態の観点から

評価することで、自転車通行空間の整備効果と今後の整

備における課題点を示すことが本研究の目的である。 

 自転車通行空間の整備箇所での自転車が関わる交通事

故の減少は、これまでも複数の既存事例で紹介されてい

る 2), 3), 4), 5)。しかし、いずれの事例においても、衝突直前

の走行路線や走行位置が不明であること、発生している

事故の形態が違っても同じ事故類型にまとめられている

可能性があること、歩道・車道の自転車交通量が考慮さ

れていないこと等の課題があり、整備による事故削減効

果が適切に評価出来ていない可能性がある。このような

課題に対して、上記で挙げた既存事例の不足点を補完す

ると共に、自転車通行空間の整備前後において、自転車

が関わる事故の件数、割合を事故類型、衝突直前に自転

車が走行してきたと推測される走行位置、衝突地点の道

路形状等の観点から比較を行う。 

 

２. 既存事例の整理と本研究の位置づけ 

 

2.1 自転車通行空間の整備効果および自転車の通行方

法に関する既存研究 

 国土交通省 2)は自転車走行空間について全国98のモデ

ル地区における整備前後の交通事故の発生状況を調査し、

いずれの整備形態においても自転車関連の事故件数が減

少していること、特に自転車道および自転車専用通行帯

の整備を行った地区において歩道内分離の場合よりも現

状幅が大きいことを報告している。しかしながら、示さ

れているのは全ての事故形態、対象地区の合計であり、

路線ごとの特徴や事故形態については言及されていない。 

 個別の整備地区における整備前後の事故発生状況の検

討として、坂ら 3)は、宇都宮市内の自転車レーン整備路

線を対象に自転車レーンの整備前後における交通事故の

発生状況の比較を行っている。比較の結果、自転車レー

ン整備前も整備後も単路部より交差点での事故が多く発
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生している事を報告している。また、宇都宮市内の自転

車事故は、レーン整備後の事故はより交差点部に集中し

ていることを発見し、自転車レーン整備は歩道区分や信

号設置等の道路整備の充実度が低い箇所で発生するよう

な事故に対して有効であり、一方で、単路部や道路整備

の充実度が比較的高い箇所で発生する事故に対しては、

有効性は見出せないと報告している。幸坂ら 4)は、東京

都区内の自動車交通量の多い道路 3 区間を対象として自

転車レーン整備前後の自転車関連事故の発生状況を事故

類型等に着目して分析している。その結果、停車車両が

開放したドアへの追突、追抜き・追越しや車線変更・す

れ違いなど、自転車が車道単路部を走行することに伴う

事故が、いずれの区間でも増加していること、交差点部

の事故については対象とした 3区間の内 2区間で増加し

たことを報告している。このことについて著者は、限ら

れた事例を対象とした結果としつつ、自転車レーン整備

による自転車の走行速度向上に伴う沿道からの出入りの

際の出会い頭事故や、自転車通行空間への駐車車両に伴

う事故等が原因となっていると考察している。しかしな

がら、これらの研究では、整備前後の自転車交通量の変

化については検討が行われていない。 

 自転車の通行方向と事故の関係に着目した既存研究と

して、萩田ら 6)は、千葉県東葛地域で発生した自動車が

第 1当事者、自転車が第 2当事者である単路部における

自転車事故を対象に分析を行い、全体として右側通行の

事故率がやや高いものの、自転車の通行方向別の交通量

が不明である点を課題としている。自転車の通行方向を

考慮した研究として、横関ら 7)は千葉県東葛飾地域を対

象として事故データおよび通行方法別自転車遭遇台数調

査から、自転車の通行方法ごとに自転車の事故率を算出

している。その結果、車道上、歩道上ともに自転車が右

側通行をしていた場合の危険性が高くなっていることを

報告している。本研究では事故時の自転車の通行方向と

位置を考慮しているものの、交差点における事故の検討

は今後の課題とされている。 

 

2.2 本研究の位置づけ 

ここまで述べたように、これまで自転車通行空間の整

備前後の事故の発生状況の変化について報告がなされて

いるが、その効果については、事故件数の減少が報告さ

れている事例が多いものの、対象路線によって一様な傾

向はみられていない。一方、発生している事故の詳細な

状況についてはまだ検討が十分とは言えず、自転車通行

空間の整備前後での事故件数の増加、減少に特徴的な事

故の形態や自転車通行位置や通行方向といった交通行動

の変化の特徴が関連している可能性がある。また、自転

車通行空間の整備効果について検討する上で、自転車が

歩道、車道のいずれを走行していて発生した事故か、当

事者それぞれが通行していた路線が自転車通行空間整備

路線なのか整備路線に取りつく交差道路であるのか区別

が重要であるが、交差点で発生している事故について検

討する場合、発生地点自体は車道であるものの、事故発

生直前に自転車が走行してきたのは歩道である可能性や、

事故の当事者のいずれも整備路線の交差道路から進入し

てきて起こった事故である可能性がある。このため、事

故発生地点からは分からない自転車の歩道走行と車道走

行の状況や走行位置について検討する必要がある。また、

事故発生件数には交通量が関係すると考えられるが、自

転車通行空間の整備後には、自転車の交通量の変化の可

能性があり、特に車道走行の自転車交通量の増加が想定

される。そのため、整備前後の走行位置別の自転車交通

量の考慮が必要であると考えられる。 

以上のことから、本研究では、自転車通行空間の整備

前後の事故発生状況について、単路、交差点事故の双方

について、自転車衝突直前の走行路線や走行位置、発生

している事故類型、歩道・車道の自転車交通量について

考慮し、自転車通行空間の整備による事故削減効果につ

いて検討することで、自転車通行空間の整備効果につい

てその特徴を明らかにする。 

 

３. 分析対象としたデータと分析方法 

 

3.1 自転車通行空間における事故データ、交通量調査デ

ータ 

本研究で用いたデータは，埼玉県警察から提供された

「自転車通行空間整備路線で 2012 年度から 2017 年度に

発生した事故の衝突地点の緯度経度情報を含む事故原票

データ」である．本データに含まれる自転車が関係する

事故の内，「自転車通行空間と関係の薄い事故」及び「整

備に関する情報の無い路線で発生した事故」を除いた．

また，整備前後において分析を行うデータの年数を揃え，

最終的に 

表 1に示す条件 1から条件 5に該当する埼玉県内の県

道 21 路線で発生した自転車事故 216 件を本研究の分析

対象とした． 

これらの事故データについて、自転車通行空間の整備

 

表1 分析対象とする自転車事故の条件 

第39回交通工学研究発表会論文集（研究論文）�
 （受理日：2019年5月7日）

- 84 -



 

 

前後の自転車の交通量、走行位置を考慮するため、埼玉

県が自転車通行空間の整備前後に実施した「走行位置・

走行方向別の 12時間自転車交通量」を利用した。 

 

3.2 事故当事者の事故発生直前の走行位置の推測 

 上述したように、事故発生地点の情報からは事故当事

者の衝突直前の走行経路が不明であるため、事故原票デ

ータの緯度経度情報を用いて衝突地点を航空写真上に落

とし、事故原票データ上の衝突地点、事故類型と第一当

事者及び第二当事者（以下、1 当及び 2 当と記載）の進

行方向・行動類型・種別・法令違反情報を用いて、1当、

2当の衝突直前の走行路線、走行位置（車道・歩道）を推

測した。 

 図 2は、交差点内における自動車と自転車の左折対

直進事故の衝突地点及び 1当、2当の衝突直前の走行経

路を推測した例であり、黄色の星が衝突地点を、赤の矢

印と青の矢印がそれぞれ 1当、2当の走行経路を表して

いる。 

 

 

3.3 自転車の走行位置、方向別の事故発生状況の変化

に関する検討 

 本研究では、3.2 で推測した事故の発生地点及び 1 当

及び 2 当の走行位置の情報を元に、複数の項目で自転車

通行空間の整備前後における自転車事故件数の比較を行

った。本研究では、「1. 事故類型別」、「2.自転車の衝突直

前の走行位置別」、「3. 衝突地点の道路形状別」、「4. 自転

車当事者の損傷程度別」の 4 項目に関する比較結果を示

す。また、「2.自転車の衝突直前の走行位置別」の比較で

は、車道・歩道共に自転車の通行位置別(左側通行か右側

通行か)の分類も行った。車道を基準に、車道を走行する

自動車に順行するものを「左側通行」、逆走するものを「右

側通行」と定義した（図 1参照）。 

このような自転車の通行区分に着目した理由に、自転

車の右側通行による事故が問題視されているという事実

がある。吉田ら 8)によると、茨城県内のつくば地域にお

いて四輪車が路外や細街路から主道路に進入してきたと

きに発生した自転車事故の多くは、自転車が右側通行で

あることを示した他、橋本・増岡 9)も同様に、豊田市内で

発生した交通事故を分析し、自転車が歩道走行をしてい

た自転車事故は、自転車の右側通行が多いことを示した。

このような事例により、本研究においては、自転車の走

行位置の違いによる事故の傾向や整備前後における走行

位置の変化に着目した。 

さらに、「1. 事故類型別」、「2. 衝突直前の自転車の走

行位置別」については、整備前後それぞれにおける年間

平均事故件数を「車道歩道走行別の自転車の平日の 12時

間の交通量」で除した式で表した自転車の交通量当たり

の事故件数を用いて、自転車の交通量の変化を加味した

比較も行う。 

 

４. 自転車通行空間整備前後における事故件数の比較

結果 

 

4.1 事故類型別の事故件数の比較結果(衝突直前の自転

車の走行位置別) 

ここからは、自転車通行空間整備前後における自転車

事故件数の比較結果について見ていく。尚、分析対象とし

た自転車事故全体で見ると自転車通行空間整備後の自

転車事故は、整備前の 65%に減少した。 

図 3は事故類型別、事故発生直前の自転車の走行位

置別に整備前後の事故件数を比較したものである。事故

類型別には「左折対直進事故」と「出会い頭事故」が大

きく減少しており，反対に「右折対対向直進事故」が増

加傾向にある．また，前者は「衝突直前に車道を走行し

てきたと推測される自転車(以下、車道走行の自転車と

記載)」による事故も減少した一方で，後者は横ばいま

たは増加傾向にあり，増加分は右側通行の自転車による図 1 自転車の通行位置の定義  

図 2 事故当事者の推測例 
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ものである． 

また、「その他の事故」に関しては、整備前後における

事故件数の変化は無いが、自転車通行空間整備後には「車

道走行の自転車」による事故が増加しており、これらの

多くは駐停車自動車への自転車の追突が原因である。こ

のことからは、自転車通行空間での自動車の駐停車の規

制の重要性が示唆される。 

自転車の車道への転換が進む中で自転車と自動車の

距離が近い「左折対直進」事故が減少し，さらに車道走

行の事故も減少した事から，一定の整備効果があったと

思われる．一方で「右折対対向直進」事故は歩道走行の

場合のみ増加しており，歩道走行によって，優先道路を

走行する自動車側から自転車の存在の認識が遅れてしま

う原因となっている可能性がある． 

 

4.2 衝突直前の自転車の走行位置別の事故件数の比較

結果 

 図 4は衝突直前の自転車走行位置別、走行方向別に整

備前後の事故発生件数の比較を示している。整備後は「路

外」を除いた全ての形態において整備前と比較して、事

故が減少している。また、「車道走行の自転車」よる事故

と比較して、「歩道走行の自転車」よる事故の減少幅が大

きい。しかし、「歩道走行の自転車」による事故が左側通

行、右側通行共にほぼ同様の減少幅を示しているのに対

して、「車道走行の自転車」による事故は、左側通行のも

のが大幅に減少したが、右側通行による事故が増加して

いる。歩道内における自転車の右側通行は法令違反には

ならないが、車道における右側通行は法令違反となり、

その事を認識出来ていない自転車利用者によってこのよ

うな事故が発生している可能性がある。 

 

4.3 衝突地点の道路形状別の事故件数の比較結果(衝突

直前の自転車の走行位置別) 

 図 5は、事故の衝突地点を交差点部、単路部に分けて

衝突直前の自転車の走行位置別に整備前後の事故件数を

比較したものである。整備後の事故は交差点部及び単路

部共に整備前の 65%程度までに減少した。しかし、整備

後においても交差点部の事故が件数全体の約80%程度を

占め、構成割合は依然として高い状況にあることから、

交差点部においては従来の整備に加えて更なる安全対策

が必要である。交差点部、単路部共に衝突直前の自転車

の走行位置については、整備後に車道走行、歩道走行の

自転車ともに事故件数が減少した。 

自転車の走行位置については、交差点内・単路部どち

らにおいても、「歩道走行の自転車」による事故につい

ては左側通行、右側通行共に減少しているが、「車道走

行の自転車」による事故については左側通行の事故は減

少している一方で、右側通行の事故は増加している。 

 

4.4 自転車当事者の損傷程度別 

 図 8、図 7は、それぞれ、自転車通行空間整備前後に

おける自転車が 1当及び 2当の場合の損傷程度別の事故

図 4 衝突直前の自転車の走行位置別の事故件数比較 

図 5 自転車の衝突直前の走行位置を加味した衝突地

点の道路形状別事故件数比較 

図 3 自転車の衝突直前の走行位置を加味した事故類型

別事故件数比較 
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件数の比較の結果を表している。これらを見ると、自転車

が 1当の場合も 2当の場合も事故は減少しているが、特

に自転車が 1 当の場合に関しては、軽傷及び重傷事故共

に整備前と比較して半減している。また、損傷程度の構

成割合は整備前後でほとんど変わらず、1 当では軽傷が

約 8 割、重傷が約 2 割、2 当では軽傷が 9 割、重傷が 1

割弱となっており、車道を通行する自転車が増加した自

転車通行空間整備後においても自転車当事者の重傷の増

加は無い。また、死亡事故は整備前に 2 当が自転車の事

故で 1 件発生があったが、整備後には死亡事故は発生が

無い状況である。 

 自転車の車道転換が進んでいる現状では、自転車事故

の重傷・死亡事故の増加が懸念されたが、これらの増加

は見られなかった為、自転車の車道通行に関する安全面

での問題は無いと思われる。 

 

4.5 自転車の交通量を加味した事故件数の比較結果 

 前述の分析より、自転車通行空間整備後における事故

の減少が複数の観点から示された。しかし、車道、歩道

それぞれを通行する自転車の交通量の変化は考慮されて

いない。一方で、埼玉県提供の交通量データによると、

車道を走行する自転車は増加しているため、これらを加

味した適切な分析が必要になる。そこで、本節において

は整備前後の調査による「走行位置・走行方向別の 12

時間自転車交通量」を用いて、標準化した指標を設定

し、事前事後で「自転車交通量当たりの事故件数」の比

較を行った。 

(1)事故類型別の比較結果 

図 9は、各事故形態における事故件数の「整備後／整

備前」の値を示しており、「整備後／整備前」の値が「1.0」

である赤色の横線よりも下であれば、整備後に事故が減

少した事を、上であれば事故が増加した事を表している。

また、赤色の「+」印に関しては、整備前には事故の発生

が無かったが、整備後に事故が発生した形態を表してい

る。尚、「直進対直進事故」、「直進対対向直進事故」に関

しては発生件数が非常に少なかった為、「出会い頭事故」

と「その他の事故」に関しては事故形態が複数あり分析

が困難な為、それぞれ分析対象外とした。 

自転車の交通量当たりの事故件数は、全体的に減少傾

向の路線が多く、特に「左折対直進」の形態では減少し

た路線が多く、更に減少幅も「11. 所沢狭山線」を除いて

図 8 自転車が 1当の場合の損傷程度別事故件数比較 

図 7 自転車が 2当の場合の損傷程度別事故件数比較 

図 9 自転車交通量当たりの事故類型別事故件数比較 

 

図 6 自転車交通量当たりの衝突直前の自転車の走行位

置別事故件数比較 
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整備前の半数以上に減少している。その一方で、「右折対

対向直進」の形態では増加している路線の方が多くなっ

ており、自転車通行空間整備前後における事故の発生状

況の推移は自転車の交通量を勘案しない単純な比較の結

果と類似した傾向が見られる。 

(2)衝突直前の走行位置別の比較結果 

図 6は、自転車通行空間整備前後における自転車交通

量を勘案した自転車が衝突直前に走行してきたと推測さ

れる走行位置別に事故件数を比較した結果を表している。

グラフの定義については、「(1)事故類型別」の比較結果と

同義である。 

自転車の交通量当たりの事故件数は、「車道走行の自転

車」による事故は多くの路線で減少しており、「歩道走行

の自転車」による事故は、減少している路線の方が多い

が、増加している路線が、車道走行の自転車による事故

と比較して多くなっている。また、「車道走行の自転車」

の事故は、左側通行の事故は減少している路線数が多く、

反対に右側通行の事故は増加している路線数が多くなっ

ている。 

 

５. 結論と今後の課題 

 本研究では、自転車通行空間の整備前後における事故

件数を事故類型や自転車の走行位置等の観点から比較を

行った。その結果、自転車通行空間整備後に自転車事故

が減少していることが示された。事故の減少は、自転車

の車道転換が進んでいる現状で、歩道・車道それぞれを

走行する自転車の交通量を加味した場合でも同様の結果

が示され、さらに事故当事者の重傷者・死亡者の増加も

見られなかった事から、自転車通行空間の整備が事故の

減少に一定の効果があったと考えられる。 

 今後に向けた課題としては、交差点内における事故が

依然として多い状況にあるため、更なる安全対策が必要

な点である。交差点部における更なる安全対策の強化が

必要であると考えられる。また「車道右側走行」による

自転車の事故が増加している事から、正しい通行ルール

の周知や、現状では恐らく順行方向(左側通行)のみに設

置されている法定外標示を逆走方向(右側通行)に設置し、

右側通行の自転車に対する注意喚起等の対策が必要であ

る。さらに、「その他の事故」に関しては駐停車車両への

追突が見られた為、自転車通行空間の整備と同時に駐停

車車両への対策を行う必要がある。 
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